
鶴田町飲食店等支援臨時給付金要綱 
令和２年５月７日 

（目的） 
第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、大きな影響を受けて

いる飲食店等事業者に対し経済的支援を直接行い、事業の持続、継続につなげることを目

的とする。 
（支援対象者） 
第２条 給付金の支給を受けることができる者は、令和２年４月１日現在営業（一時的な

休業も含む）しており、鶴田町内に店舗を有する事業者（移動可能な設備での営業は除く。）

で、次に掲げる各号のいずれかに該当するものとする。 
（１） 食堂、レストラン、ラーメン店、居酒屋、スナック、喫茶店など調理設備を設

け、調理した飲食料品をその場で飲食させる事業所であること。 
（２） 仕出し料理など、客の注文に応じ調理した飲食料品を客の求める場所に届ける

事業所であること。 
（３） 宿泊業者など、宿泊等に調理設備を設け飲食料品を提供する事業所であること。 

（給付金の額） 
第３条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、予算の範囲内において、次に定める 
額とする。 
（１） １事業主につき１０万円の定額とし、一度限りとする。 

（給付金の支給申請） 
第４条 給付金の支給を受けようとする者は、鶴田町飲食店等支援臨時給付金申請書（様

式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 
（１） 令和元年分確定申告書の写し（事業・営業分） 

    ※令和 2年 1月 1日以降に開業した事業者は法人登記（営業届）の写し 

（２） 食品衛生法第５２条の県知事許可証の写し 

    ※上記が無い場合はそれに代わる保健所等の許可証の写し 

（３） 事業主の公的身分証明書（運転免許証、マイナンバーカード等写真付きのもの） 

（４） 振込口座の通帳（口座番号・名義カタカナ）の写し 

（５） 前各号のほか、町長が必要と認める書類 
（支給の決定） 
第５条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたと

きは、鶴田町飲食店等支援臨時給付金決定通知書（様式第２号）により、当該申請をし

た者に給付金の額を通知するとともに、給付金を支給する。 
（雑則） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、給付金に関し必要な事項は、町長が定める。 
   附 則 
 この要綱は、令和２年５月７日から施行する。 

 
 


